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６．税金・公共料金等の減免
《軽自動車税、自動車税の減免》

　内　　容
　　�　障害者または重度身体障害者と生計を一にする方が自動車を所有し、専ら障害者のために

使用する場合、障害者一人に対して軽自動車税、自動車税を通じて一台に限り減免されます。
また、自動車の構造を身体障害者用に改造したものも減免されます。

　減免の対象となる自動車（営業車は除く）
　　①身体障害者が所有し、専らその者が運転する自家用の自動車

手帳区分 自動車の所有者 運転者 用途
身体障害者手帳 障害のある方本人 障害のある方本人 特になし

　　②�重度身体障害者もしくは重度精神障害者またはそれらの者と生計を一にする方が所有する
自動車で、専ら重度身体障害者もしくは重度精神障害者が通学、通院、通所、または生業
のため乗車し、かつ、生計を一にする方が運転するもの。

手帳区分 自動車の所有者 運転者 用途

身体障害者手帳、
愛護手帳「Ａ」、
精神障害者保健
福祉手帳（１級）

障害のある方本人
または生計を一に
する方

生計を一にする方

専ら障害のある方
の通学、通院、通
所、生業のために
使用

　　③�重度身体障害者または重度精神障害者のうち障害者世帯の方が所有する自家用の自動車
で、専ら、当該障害者世帯、重度身体障害者等が、通学、通院、通所、または生業のため
に乗車し、かつ、当該障害者世帯重度身体障害者等を常時介護する方が運転するもの

手帳区分 自動車の所有者 運転者 用途

身体障害者手帳、
愛護手帳「Ａ」、
精神障害者保健
福祉手帳（１級）

障害のある方本人 常時介護者

専ら障害のある方
の通学、通院、通
所、生業のために
使用

◦申請の時期

　　①軽自動車税の納期限（通常は５月31日）　までに市役所税務課で申請してください。
　　　※毎年度申請が必要です。
　　②自動車税は、お近くの地域県民局県税部で申請してください。
　　　※詳しくは地域県民局県税部へお問い合わせください。

◦問合せ窓口

　　軽自動車税……………市役所税務課
　　自動車税………………西北県税事務所　　３４－３１４１
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◦対象となる障害等級等

　①身体障害者手帳の交付を受けている方

障 害 の 区 分
身　体　障　害　者

１級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級
視 覚 障 害
聴 覚 障 害
平 衡 機 能 障 害
音 声 機 能 障 害（喉頭摘出に限る）

上 肢 不 自 由 ①①
②②

※1

下 肢 不 自 由 ①①
※2

体 幹 不 自 由
乳幼児期以前の非進行性脳病変による上肢機能障害 ※3
乳幼児期以前の非進行性脳病変による移動機能障害 ※4

心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、もしくは直腸又は小
腸の機能障害
ヒ ト 免 疫 不 全 ウ イ ル ス に よ る 免 疫 機 能 障 害
肝 臓 機 能 障 害

　注　　�は、手帳の交付を受けている方本人が自動車を運転する場合に限り、対象となります。
　　※１ �「上肢不自由」の２級については、身体障害者手帳障害程度等級表障害の程度が２級の

１または２級の２に該当する場合に限り、対象となります。
　　※２� �「下肢不自由」の３級についても同上の障害程度が３級の１に該当する場合以外は、本

人運転の場合に限り、対象となります。
　　※３ １上肢だけに機能障害がある場合は、対象になりません。
　　※４ �３級については、１下肢だけに機能障害がある場合は、手帳の交付を受けている方本

人が自動車を運転する場合に限り、対象となります。
　②愛護手帳の判定がＡの方
　③�精神障害者保健福祉手帳の障害の程度が１級である者のうち、手帳に自立支援医療費受給者

番号が記載されている方、または精神通院医療を受けていることについて通院している医療
機関から証明を受けた方。

◦手続きに必要な書類

　⑴　手帳の交付を受けている方本人が自動車を運転
　　　　①身体障害者手帳　②運転免許証又はマイナ免許証　③自動車検査証
　　　　④納税通知書（軽自動車税の場合のみ）
　⑵　�手帳の交付を受けている方と生計を一にする方または常時介護者が自動車を運転する場合
　　　　①身体障害者手帳、愛護手帳または精神障害者保健福祉手帳
　　　　②運転する方の運転免許証又はマイナ免許証　③自動車検査証
　　　　④生計同一証明書または常時介護証明書
　　　　　・�生計同一証明書に関しては、自動車の所有者と運転者が異なるときは、それぞれの

方について証明書が必要。
　　　　　・�常時介護証明書に関しては、自動車運行計画書と証明書（運行計画書の内容を通院

先等で証明したもの）が必要。
　　※精神障害者の方は西北保健所で交付。
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《自動車税減免額の上限》

 自動車税(種別割)

　上限：令和元年９月30日以前に初回新規登録を受けた自動車…税額45,400円
　上限：令和元年10月１日以降に初回新規登録を受けた自動車…税額43,500円
①年税額が上限以下の方→全額減免
②年税額が上限超の方→上限を超える額のみ負担

 自動車税(環境性能割)

　上限：課税標準額２５０万円を上限
①課税標準額が２５０万円以下の方→全額減免
②�課税標準額が２５０万円超の方→２５０万円に１～３％の税率を乗じ
た額を超える額のみを負担
◦�障害者用の特別の仕様による装置の取付費用は、現行同様、別途減免。

　　※　�障害者用の特別の仕様による装置を取り付けた自動車で、専ら障害者の利用に供するも
の（車椅子昇降装置など）については、自動車税（種別割・環境性能割）が全額減免。

　　　　�年度の中途において身体障害者等になったこと等により減免すべき事由に該当すること
となった場合は、要件該当日の翌月から月割で減免します。

◦継続申請手続

　原則不要　�　所有者、減免事由の変更があった場合（自動車を替えた場合、住所が変わった場
合、自動車の使用状況が変わった場合など）は、申請が必要です。

《自動車事故による重度後遺障害者支援》

　　自動車事故により、重度後遺障害者となった方及びそのご家族に対する支援制度です。
　　※�重度後遺障害者とは、脳・脊髄・胸腹部臓器の損傷により、移動、食事及び排泄などの日

常生活動作について常時又は随時の介護が必要な状態の方。

主な支援内容

　◯療護施設の設置・運営による重度後遺障害者への援護
　◯自動車事故が原因で、介護が必要になった方への介護料の支給
　◯�自動車事故により死亡または重度の後遺障害が残った方の中学校卒業までの子どもを対象

に、育成資金の無利子貸付
　◯友の会の運営・家庭相談による交通遺児等への援護
　◯困りごとの内容に応じた相談窓口を案内する、ナスバ交通事故被害者ホットラインの設置
　◯同じ悩みを持つ当事者が所属する自動車事故被害者・遺族団体が相談を受け付ける窓口の設置

◦問合せ窓口

　ナスバ（独立行政法人自動車事故対策機構）青森支所（017－739－0551）
　ナスバ交通事故被害者ホットライン（0570－000738）
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《所得税・住民税の障害者控除》

　内　　容
　　�　納税者が障害者の場合、または扶養親族（配偶者を含む）に障害者がいる場合、申告すれ

ば所得税・住民税が軽減されます。所得から次の額が控除され、課税対象額が低くなります。
　　�　また、住民税は、障害者本人の前年の合計所得金額が、135万円以下の方は非課税となり

ます。

控除等の種類 所得税 住民税

障 害 者 控 除 ２７万円 ２６万円

特 別 障 害 者 控 除 ４０万円 ３０万円

同 居 特 別 障 害 者 控 除 ７５万円 ５３万円

◦控除の対象となる者の範囲

　　○障害者控除
　　　①愛護手帳「Ｂ」の交付を受けている知的障害者
　　　②精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている２・３級の精神障害者
　　　③身体障害者手帳の交付を受けている３～６級の身体障害者

　　○特別障害者控除
　　　①愛護手帳「Ａ」の交付を受けている知的障害者
　　　②精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている１級の精神障害者
　　　③身体障害者手帳の交付を受けている１・２級の身体障害者

◦問合せ窓口：五所川原税務署　（３４－３１３６）

　　　　　　　　市役所税務課
　　　　　　　　（�所得税を給与から源泉徴収されている場合は、勤務先の給与担当者にお問い

合わせください）

◦そ の 他

　　�　上記の税の控除のほか、マル優などの利子の非課税、相続税の控除、贈与税の非課税など、
税の種類によっては控除や非課税など優遇されているものがあります。
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《ＮＨＫ放送受信料の減免》

対象 適用条件

全
額
免
除

身体障害者 身体障害者手帳をお持ちの方がいる世帯で、かつ、世帯構成員全員が市町村民税
（特別区民税含む）非課税の場合

知的障害者

所得税法または地方税法に規定する障害者のうち、児童相談所、知的障害者更生
相談所、精神保健福祉センターまたは精神保健指定医により知的障害者と判定さ
れた方がいる世帯で、かつ、世帯構成員全員が市町村民税（特別区民税含む）非
課税の場合

精神障害者 精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方がいる世帯で、かつ、世帯構成員全員が市
町村民税（特別区民税含む）非課税の場合

半
額
免
除
�
右
に
該
当
す
る
世
帯
主
�

�
が
受
信
契
約
者
の
場
合
�

視覚・聴覚障害者 視覚障害または聴覚障害により、身体障害者手帳をお持ちの方が、世帯主である
場合

重度の身体障害者 身体障害者手帳をお持ちで、障害等級が重度（１級または２級）の方が、世帯主
である場合

重度の知的障害者
所得税法または地方税法に規定する特別障害者のうち、児童相談所、知的障害者
更生相談所、精神保健福祉センターまたは精神保健指定医により重度の知的障害
者と判定された方が、世帯主である場合

重度の精神障害者 精神障害者保健福祉手帳をお持ちで、障害等級が重度（１級）の方が、世帯主で
ある場合

◦受信料免除の申請手続きについて

　① 自治体に申請し、免除事由の証明を受けてください。
　　（半額免除はNHKの窓口でも受け付けます。詳細はNHKまでお問い合わせください。）

➡
　② 証明を受けた申請書をNHKに提出（郵送）してください。

➡
　③ NHKで免除事由確認のうえ、折り返し「受理通知書」をお届けします。
　※受信料免除事由が消滅したときは、NHKにお問い合わせください。
　※問合せ窓口：NHKふれあいセンター（０５７０－０７７－０７７）

《ＮＴＴ電話番号の無料案内》

　内　　容
　　�　電話番号案内（１０４）を利用する際、あらかじめ登録した電話番号と暗証番号を申し出

ることにより無料となります。

　対 象 者
　　①�身体障害者手帳所持者で、視覚障害１～６級、肢体不自由（上肢体幹又は乳幼児期以前の

非進行性の脳病変による運動機能障害）１、２級、聴覚障害２、３、４、６級、音声機能、
言語機能又はそしゃく機能障害３、４級の方

　　②愛護手帳所持者
　　③精神障害者保健福祉手帳所持者

　問合せ窓口：ＮＴＴ各営業所
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《携帯電話基本使用料等の割引》

　内　容
　　�　身体障害者手帳・愛護手帳・精神障害者保健福祉手帳所持者の携帯電話の基本料金が割引

になる場合があります。
　　※詳しくは各携帯会社または販売店へお問い合わせください。

《郵便料金の減免》

　�　心身障害者用ゆうメール、聴覚障害者用ゆうパック、点字ゆうパックを発送する際に、郵便
料金が減額される場合があります。
　※詳しくは各郵便局にお問い合わせください。


